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景観重要建造物等の管理に関する勧告書

年　　月　　日

　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長門市長　　　　　　　　　　　　㊞


	景観法第26条
景観法第34条
	の規定により、下記のとおり必要な措置をとることを勧告します。



	区分
	　□景観重要建造物　　　□景観重要樹木

	指定番号
	　　第　　　　号

	指定年月日
	　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	建造物又は樹木の
名称又は樹種
	

	所在地
	

	勧告の対象者
	

	履行期限
	　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	勧告の内容
	

	勧告の理由
	



